
81

京 都 府 公 報 号外 第23号 平成23年４月28日 木曜日

【表1.4.3-2.政令指定都市】
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【表1.4.3-3.中核都市】

【表1.4.3-4.合計表】

1.5.宇治市槇島の整備計画の概要

宇治市槇島の整備計画（平成17年度作成）の概要は以下のとおりである。

新京都府総合計画の具体的施策の一つに「個性をいかした地域づくりと住環境の整備」を掲げ、府民ニーズに対応し

た多様で質の高い公営住宅の供給推進を図ることとしている。京都府住宅マスタープランにおいても、「地域の特性を

生かした住宅・住環境づくり」を基本目標として設定し、重点的に実施すべき施策の一つに既設公営住宅の建替の促進

をあげている。上記計画を基に、最低居住水準未満世帯の解消、バリアフリー化の推進等を整備目標とした「京都府営
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住宅ストック総合活用計画」（平成13年10月策定）において本建替事業を位置づけている。

整備計画の目的

公営住宅法に基づき、住宅に困第する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸することにより、府民生活の安定と社会

福社の増進に寄与することを目的としている。

◆ 府営住宅の現状と整備方針
�１ 過去５年間の平均募集倍率は南部で約７倍、北部で約５倍となっており、府営住宅の需要は依然として高い。
�２ 民間借家は狭小かつ高齢者仕様でない住戸が多いため、府営住宅による対応が必要である。
�３ 現在、約15,000戸の府営住宅を管理しているが、次の問題がある。

① 狭小で浴室のない住戸

② 高齢社会に対応できていない住戸

③ 老朽化の進行した住戸が多い等、建替えや改善の必要性が高い。

④ 府南部の募集倍率は、北部の1.5倍で更に近年、年々上昇傾向にあり、府営住宅の需要は依然として高い。

以上の問題に対応するため、市部地域の高い住宅需要をふまえて現管理戸数を維持しながら、老朽化の著しい住

宅の建替又は改善を計画的に行い、居住水準の向上及びバリアフリー化を図る方向で整備を進めている。

◆ 整備の必要性
�１ 桃山日向団地建替えの必要性

① 中層耐火構造の府営住宅では最も古い（建設後39～42年）

② 狭小（35㎡）かつ、耐震対策、電気容量、給水配管等の整備の緊急性あり

③ 平成９年度から建替を前提に新規入居及び計画修繕を止めている

④ 平成15年７月、入居者200世帯（93％）から早期建替の嘆願書の提出あり
�２ 槇島団地建設（仮称）の必要性

① 高い府南部地域の公営住宅需要

② 桃山日向団地の建替に伴う住宅不足分の確保

③ 府南部の既存団地の集約

④ 宇治市の槇島地区整備方針に合致し、地域の活性化拠点としての整備

上記のような府営住宅の状況を背景として、槇島団地（仮称）が建設整備されることとなった。その槇島団地（仮称）

の概要は以下のとおりである。

◆ 槇島団地（仮称）建設の概要
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これにより、民間活用型敷地利活用部分の計画が白紙となった。今後の方針は未定であるが、府営住宅の建設に影響

がでるという可能性が高くなっているということである。

宇治市槇島の整備計画は、桃山日向団地等の建替に伴う住宅不足の発生を補填する側面がある。つまり、桃山日向団

地の建替で、１戸当たり部屋の広さが大きくなる分、建替後の住居の供給数の減少及び伊勢田団地等の集約により供給

戸数は、330戸から180戸になる。供給戸数が150戸減少するため、その分の住宅供給数確保が必要ということである。

一方、桃山日向団地は54戸が政策空家となっている。これは、平成９年から新規募集を止めているということである。

建替には住居者の合意や移転計画の策定などに時間がかかることはその事業の特質とはいえ、それにしても平成９年か

ら政策空家にしているというのは長すぎる感がある。

54戸の住居が長期間に亘って供給されていない状況が発生し、現在もそしてまだ当面、その状況が継続されるという

ことは、現状の供給数でも、ただちに住宅困窮者に深刻な影響をもたらしているわけではない可能性が考えられる。桃

山日向団地が存在する京都市における住宅状況は（次項「1.6.京都市営住宅・京都市住宅供給公社とＵＲの状況」で詳

細は記載している）、住宅総数が世帯総数を上回っており、空家数も増加している状況である。

こういった状況から京都府が、新築による住宅供給数を一定数確保することに再検討が必要な段階にあるといえる。

また、団地の新築には多額の事業費が発生する。槇島団地の場合、29億円という見積りである。住宅課の職員がこの

事業を遂行するための環境整備のために活動した費用や人件費は入っておらず、その影響も加味すると、相当な費用が

かかっていることとなる。その上、入札中止の影響を受けて建設がさらに時間と費用を要する可能性も否定できない状

況である。

住宅施策は、住宅困窮者に対する制度のため、経済性のみの視点でその是非を論じることはできないが、一方、必要

性の議論のみでもって、供給戸数を一定数確保することへ警鐘をならしたい。50年単位で考えなければならない大きな

投資である。近時の少子化、人口減少問題を考慮したときに、果たしてこれを維持することが妥当かどうかの再議論は

必要と考える。

桃山日向団地の建替の影響による供給戸数の減少と伊勢田団地等の集約による住宅供給戸数の減少を補填する手段

は、たとえば京都市との連携や民間賃貸物件の活用の可能性にまで視野を広げて考えなければならない。

さらに、建替計画策定時の経済環境や住宅事情も変化しており、入札中止を契機として再度当該計画の妥当性を吟味

されることを期待したい。

周辺図等は以下のとおりである。
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【図1.5-1.槇島団地の整備構想における施設等の配置計画（案）】

【図1.5-3.宇治市槇島周辺航空写真】
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1.6.京都市営住宅・京都市住宅供給公社との連携

【表1.6-1.京都府内における公共賃貸住宅の状況】

（※平成17年度末時点）

世帯数に対する京都府、各市町村、都市再生機構及び各住宅供給公社が供給している公共賃貸住宅数の割合（以下公

共賃貸住宅割合という。）は京都府内全体では６％となっている。地区別に目を向けて見ると、北中部地域では公共賃

貸住宅割合が5.5％であり、京都・乙訓地域及び南部地域の公共賃貸住宅割合はそれぞれ5.7％、7.8％となっている。

北部の割合が少なく、南部に行くほど割合が高くなっている。

公営住宅（京都府と京都府内の各市町村の運営する住宅）のうち府営住宅の占める割合は、北中部地域で48.6％、京

都・乙訓地域で21.2％、南部地域で70.1％と地域による差が大きい状況となっている。なお、府庁所在地である京都市

における状況は公共賃貸住宅割合は６％である。そして世帯数に対する公営住宅の割合は3.6％であり、公営住宅のう

ち京都府営住宅の占める割合は、18.8％となっている。
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【表1.6-2.京都市における公共賃貸住宅の状況】

（出典：第２回京都市住宅審議会資料）

京都市内での状況を見ると、伏見区を筆頭に西京区の比率が高くなっている。京都府営住宅も京都市営住宅も両方と

も伏見区での供給数が一番多く、次に西京区が多くなっている。同様の傾向がＵＲ賃貸住宅にも見ることができる。京

都府も京都市も、京都市内の中心部より郊外住宅地で公的住宅が多く供給されている傾向を見ることができる。

【図1.6.京都市の住宅総数と世帯総数の推移】

京都市において、住宅総数が世帯総数を上回り空家が増加傾向にある。京都市は府内における最大の人口集中地帯で

あり、京都市全体としては、住宅供給数量は量的には充足している傾向を見ることができる。当然のことながら、これ

は民間住宅も含めた空家であり、公共住宅の空家数は京都府以外、不明である。

ただし、一方で昨今の経済環境の悪化から所得状況が悪化している世帯も増加していることが考えられ、そういった

側面では住宅困窮者は増加している可能性もあり、住宅供給数の一面をもって公営住宅は充足していると判断すること

は妥当とはいえない。また、経済環境の悪化による税収の落ち込み等により、京都府も京都市も財政事情が厳しくなっ

てきている。このような背景により、住宅施策もより効率的に効果を上げることが求められている状況である。福祉性

と経済性というある意味、相反する視点からのバランスを探ることの重要性が増大してきている。

監査人としては、ストックとしての公共住宅の新築もある程度必要なものではあるが、民間の空家が多いことに着目

し、民間空家を府が借り上げ、その家賃補助を行うことで、新規建築を押さえることを提言したい。その家賃補助水準

の決め方が難しい等の障害は様々考えられるが、新規事業に困難はつきものである。家賃補助水準設定が難しいとはい

え、では、現在の家賃水準は「絶対的に適切か」と言えば、永年の努力、調整の結果、一般に受け入れられる水準に収

束してきているものと考えられる。同様に、家賃補助水準についても、様々な類似金額を参考にして執行し、時間をか

けて調整していけばいいわけである。
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また現状、公営住宅の供給に関して、京都市と京都府の間での情報交換や連携は充分ではないということである。公

営住宅施策の実施の現在において、京都市内において、京都府と京都市が各々独自に住宅供給を進める二重行政による

非効率が考えられる。京都府と京都市の関連部署が互いに情報を交換し、建替の場合の受入態勢の補完や集約をする場

合の集約体制の構築等の連携による効果的かつ効率性を達成する可能性も考えられる。

なお、この項目では京都府と京都市の連携のみを代表として取り上げているが、他の市町村の府市協調の連携も同様

の重要性があることは言うまでもない。

２ 京都府住宅供給公社への業務移管について

2.1.京都府住宅供給公社の決算及び予算の状況

2.1.1.京都府住宅供給公社の決算の状況

京都府住宅供給公社（以下、公社という）の平成21年度決算の状況は以下のとおりである。

貸 借 対 照 表

（平成22年３月31日現在）

（単位：千円）
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損 益 計 算 書

自 平成21年４月１日

至 平成22年３月31日

（単位：千円）
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過年度における分譲事業にて大きな損失計上することなく現在に至っており、直近決算では資産合計32億円に対して

資本合計21億円、自己資本比率は68％の状況にある。ただし、最近年度では、継続して赤字計上の状況が続いている。

なお、公社の総務部署は、三公社（土地開発公社・道路公社・住宅供給公社）を統括しているため、決算作業に非常

に時間がかかっている。三公社とも決算が揃うのは、法定されている毎年７月になるとのことである。とはいうものの、

企業である限り、事業年度末から２ヶ月以内に消費税の申告も必要であり、決算は固まっているはずである。民間企業

は事業年度末終了後、１～２ヶ月以内に決算発表をし、３ヶ月以内に決算を確定している。月次決算を精緻化するなど

して、もう少しスピードアップを図る必要がある。
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2.1.2.公社の予算の状況

公社の平成22年度予算の状況は以下のとおりである。

平成22年度 予定損益計算書

自 平成22年４月１日

至 平成23年３月31日

（単位：千円）
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公社の予算のなかで、特記すべき事項は以下のとおりである。

（単位：千円）

府営住宅管理事業収益及び府営住宅管理事業原価が増加している要因は、平成20年度から段階的に府営住宅の管理業

務を京都府から管理代行等により受託しているためである。現在の公社が当初の事業目的である分譲事業を主たる事業

としていないことは前述のとおりであるが、京都府からの府営住宅の管理業務の受託に伴い、公社の業務内容は大きく

変化することとなっている。

2.2.公社による府営住宅管理代行等について

2.2.1.公社による府営住宅管理代行等の導入に係る経緯

京都府では平成19年度より、府営住宅の管理業務を、段階的に公社へ委託しており、平成22年度までに全ての府営住

宅の管理業務の公社への移行（管理代行）を完了している。公社による府営住宅の管理代行は、平成17年度の公営住宅

法の改正により、公営住宅の管理について他の地方公共団体や地方住宅供給公社による管理が認められたことにより可

能となったものであるが、京都府の説明によれば、その理由及び効果は以下のとおりである。

① 管理代行制度により、家賃決定等を除く多くの住宅管理権限が公社に集約されることから、入居募集・決定から

建物修繕や駐車場の維持管理、退去・明渡等の管理サイクルを、全て公社により対応することが可能となり、住民

の利便性の向上が図られる。

② 京都府退職後の職員を雇用することにより、低コストで従来の府直営の場合と同様の良質のサービス提供が可能

となる。
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③ 昭和40年代の建設に係る住宅ストック修繕等、維持管理業務の増大が見込まれることから、職員の培った技術と

能力の活用と継承に努める必要があり、このため、京都府退職後の職員を公社にて雇用することで、技術と能力を

継承するとともに社会に還元する。

2.2.2.管理代行等における京都府住宅課と公社の機能分担

管理代行に伴う公社と京都府の業務内容の区分は以下のとおりであり、家賃等金銭に係る決定等を除く業務を管理代

行の対象としている。なお、上記以外の管理代行できない家賃決定等金銭に係る決定事務の権限行使を伴わない事実行

為（家賃の収納事務、収入申告書受理行為等）についても、併せて業務委託している。

2.2.3.管理代行等導入に伴う委託料の根拠

京都府が公社へ管理業務を移行（管理代行）するということは、京都府は公社へ管理業務委託料を支払うということ

である。公社平成22年度予算においては、府営住宅管理業務受託事業収益及び府営住宅管理業務受託事業原価が同額で

2,321,867千円計上されており、この積算の根拠は、以下のとおりであるとの説明を京都府より受けている。

【表2.2.3.委託料の積算】

（単位：千円）

京都府は平成22年度予算において上記の2,321,867千円を公社に対して府営住宅管理委託の対価として支払い、公社

はこれを管理代行等受託事業収益として収入計上している。ここで重要なことは、上記の金額が、従来までの京都府住

宅課および土木事務所において実際に発生した費用が維持されるものとして、前年度実績を基にした積算により、算定

されているという点である。

2.2.4 管理代行等に対する監査意見

府営住宅の管理業務については、「効率化と政策目的の実現の両方を実現させる」ため、平成19年度から、法規定に

よって、公社への管理業務の移行が行われている。しかし、現実には、公社への業務移行に伴って発生する委託費用は

従来までの住宅課及び土木事務所における費用の積算に過ぎず、退職による人員の自然減少や退職後のＯＢ職員や民間

公募職員等の雇用による人件費の減少分を除けば、現時点において、業務移行による効率化の効果は表れていない。し

かも、管理代行制度は法規定によって競合他社もなく、費用の発生場所が京都府から公社へ移っただけである。

これに対し公社は、「平成20年度から本格的に管理業務の移行が始まったばかりであり、今後、経費削減については

取りかかっていく。」としているが、管理業務の移行と経費削減を同時並行して進めるべきであろう。

公社への業務移行を行うのであれば、公社における業務集約及びスケールメリット等の観点より、政策目的の実現は
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もちろん、併せて、でき得る限りの効率化を図ることが、本来の業務移管の趣旨に沿ったものである。業務の担い手が

京都府であれ公社であれ、高いサービス水準を保持し、府民にとって、トータルコストを減少させる効果がなければな

らない。公社へ業務を移行することが目的ではなく、業務を効率化して資源を最適配分することが目的であることを再

度認識し、今後の政策に反映していく必要があると考える。

なお、管理業務を移行したことに伴い、毎年９百万円前後、消費税の納税額負担が発生している。

2.3.中堅勤労者向け公共賃貸住宅事業（愛称：たいあっぷ住宅）の管理について

2.3.1.たいあっぷ住宅の制度概要

中堅勤労者向け公共賃貸住宅事業は、平成５年に国が制定した「特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律」によ

り、当時の地価の高騰により中堅勤労者層が持家購入することが困難であったこと、および、当時は比較的家賃単価の

高いワンルームタイプなどの小規模住宅が供給の多くを占めていたことから、良質なファミリー向けの賃貸住宅の不足

を補う対策として創設された事業である。

土地を所有している民間事業者（オーナー）は、一定の基準を満たした賃貸住宅を建設する場合、国と京都府から建

設費の一部を負担する補助金を受け取ることができ、かつ、入居者は、国と京都府から家賃補助を受けることで、家賃

負担が低減される。また、入居者の支払う家賃については、所得が増加するという前提のもとで、契約家賃に達するま

で入居者の所得に応じた金額から毎年3.5％ずつ上昇することが原則とされている。

低所得者を対象とする府営住宅とは異なり、本制度は中堅所得者（収入が一定の基準の範囲内）向けの民間賃貸住宅

であり、京都府では、中堅勤労者向け公共賃貸住宅事業について「たいあっぷ住宅」と愛称で呼称している。

平成５年法律制定当初から時間の経過に伴い経済状況が変化しており、土地価格の下落や民間賃貸住宅の普及等の要

因により、また、右肩上がりの経済状況を前提とした逓増型家賃制度が現在の経済状況にそぐわないこともあり、たい

あっぷ住宅については、平成14年度の物件認定を最後として、それ以降現在に至るまで、新規の認定は行われていない。

2.3.2.たいあっぷ住宅の空室状況

2.3.2.1.たいあっぷ住宅の物件一覧及び空室状況

たいあっぷ住宅の物件一覧及び空室状況は以下のとおりである。
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【表2.3.2.1.たいあっぷ住宅の物件一覧及び空室状況】

（注）団地名の欄のアルファベットは当報告書の他の表で用いられているものとの関連は全くない。

全体として、空室率が高い。極端に空室率が高い物件も存在しており、空室率90％以上の物件では、一般的には、賃

貸物件として成り立たない。

さらに、平成17年度から平成21年度までの期間において、全体的にはっきりと空室率の上昇傾向が見受けられる。

空室率が高い要因として、以下の要因が考えられる。

① 民間賃貸住宅の増加によりたいあっぷ住宅の存在意義が低下している。

② たいあっぷ住宅はファミリー向けを想定しており戸当たり面積が大きく家賃が高額となり、狭くても家賃の安い

民間賃貸住宅と比較して価格面の優位性がなく、需要に適合していない。

③ 入居者負担額が毎年3.5％ずつ上昇することは現在の経済状況と合致していない。入居率を向上させるための取

り組みとして以下の対策がとられているが、現在のところ、特段の効果は得られていない。

１）平成15年４月より、入居者所得要件を緩和し、対象となる所得層を所得分位25％～80％から40歳未満について

20％～80％へと低所得者層向けを拡大。

２）平成16年３月より、入居者負担額上昇を抑制するため、3.5％逓増型家賃制度と異なる定額フラット型家賃制

度を導入。
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３）平成17年３月より、管理業務者について、民間事業者の参入可能としている。

たいあっぷ住宅の存在意義が民間賃貸住宅の増加に伴って低下しており、対策を打ち出しても入居率が回復しない状

況に陥っている可能性が高いと推測される。

2.3.2.2.たいあっぷ住宅の入居者の所得状況

たいあっぷ住宅の入居者の所得状況は以下のとおりである。

なお、後述するとおり、オーナーが民間管理事業者と直接管理契約を締結する方針に移行した物件に関しては、公社

は管理業務に関与せず、下表に数値の記載がなく、合計欄の数値が減少している。

【表2.3.2.2.たいあっぷ住宅の入居者の所得状況（年度末時点）】

2.3.3.たいあっぷ住宅の管理方式

たいあっぷ住宅の入居及び管理業務の概要は以下のとおりである。
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たいあっぷ住宅については上表のとおり、①公社が管理業務者となる方式と②民間事業者が管理業務者となる方式の

２方式がある。①公社が管理業務者となる場合、たいあっぷ住宅のオーナーは管理業務契約を公社と締結し、公社は受

託した管理業務について、オーナーが推薦した民間管理業務者へ再委託する。②民間事業者が管理事業者となる場合、

たいあっぷ住宅のオーナーは管理業務契約を直接民間事業者と締結し、公社は入居者の資格審査及び決定等、限られた

一部の業務しか行わない。この場合、民間事業者は、「京都府中堅勤労者向け公共賃貸住宅制度要綱」に規定する「知

事が別に定める基準」を充たしている必要がある。

管理業務契約をオーナーが民間事業者と締結する場合、公社は入居者の資格審査及び決定等限られた一部の業務を除

き、管理業務について関与しない。

一方、管理業務契約をオーナーと公社が締結する場合、「京都府住宅供給公社中堅勤労者向け公共賃貸住宅制度実施

要領」の規定に基づき、公社はオーナーより満室家賃の６％を管理委託の事務費率として収受し、満室家賃の３％を民

間管理会社への再委託の事務比率として支払う。差額３％が公社の取り分ということになる。

ここで、管理業務契約をオーナーと公社が締結し公社がこれを民間事業者へ再委託する方式の場合、オーナーは実際

の物件の稼働率に関わらず、常に満室家賃の６％の支払を行う必要がある。たとえ空室率90％超の物件であっても、満

室家賃の６％を管理費として支払う必要がある。したがって、空室率の高い物件については、満室を前提とした管理費

の支払いが要求される公社との管理業務契約の締結は困難となり、オーナーが民間管理業者と直接管理業務契約を締結

する方式へ移行することを検討する要因となる。

2.3.4 たいあっぷ住宅に係る民間管理者の導入について

たいあっぷ住宅に係る民間事業者の導入については、平成17年に「京都府中堅勤労者向け公共賃貸住宅制度要綱（平

成６年３月25日 京都府告示第252号）」が改正され、従来のたいあっぷ住宅の管理者として規定されていた地方公共団

体や地方住宅供給公社等に加えて、新たに、株式会社その他の法人で、知事が別に定める基準に該当するものが、たい

あっぷ住宅の管理者として認められることとなった。

上記改正の理由としては、民間事業者を追加することにより、休日対応等、入居希望者へのサービスが向上されると

ともに、賃貸事業者のネットワークにより、空家募集等の広告宣伝が強化されることで、入居促進を図ることが挙げら

れている。

なお、上記の制度改正により、全ての管理業務を民間事業者へ移行できることとなったわけではなく、「特定優良賃

貸住宅の供給の促進に関する法律の運用について（平成５年７月30日 建設省住管発第４号）」に以下の記載がある。

したがって、管理業務を民間に移行した場合でも、入居者の資格審査及び選定については公社が実施している。

2.3.5.たいあっぷ住宅の委託料及び再委託料の実績

公社が管理事業者となりこれを民間管理事業者へ再委託している方式の場合、公社がたいあっぷ住宅のオーナーより

受け取っている管理受託手数料及び公社が民間管理事業者に支払っている管理委託手数料の実績は、それぞれ以下のと

おりである。
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【表2.3.5-1.公社がたいあっぷ住宅のオーナーより受け取る管理受託手数料】




